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令和6年度
沖縄市居宅介護支援事業所等集団指導

沖縄市健康福祉部

介護保険課管理係
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１．令和６年度介護報酬改定について

①人員基準関係

②運営基準関係

③指定居宅介護支援（指定介護予防支援）
の具体的取扱方針

④報酬関係

⑤その他

3

ご紹介
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介護報酬の解釈＜指定基準編＞

5

左段

右段

左段

右段

赤本

基準省令
「指定居宅介護支援等の事業の人員
及び運営に関する基準」平成11年厚
生省令第38号

基準省令の解釈通知
「指定居宅介護支援等の事業の人員
及び運営に関する基準について」
平成11年老企第22号

6

青本

介護報酬の解釈＜単位数表編＞

報酬告示「指定居宅介護支援に要す
る費用の額の算定に関する基準」
（平成12年厚生省告示第20号）

報酬告示の解釈通知「指定居宅サー
ビスに要する費用の額の算定に関す
る基準及び指定居宅介護支援に要す
る費用の額の算定に関する基準の制
定に伴う実施上の留意事項につい
て」（平成12年老企第36号）

別に厚生労働大臣が定める基準等
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用語（表示）の説明
• 「沖縄市基準条例」・・・以下の条例を指す
① 沖縄市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

② 沖縄市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のた
めの効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

例）沖縄市基準条例 第〇条（第△条）

• ：指定居宅介護支援に関する項目

• ：指定介護予防支援に関する項目

7

条例①の
該当条項

条例②の
該当条項

居

予

①人員基準関係

（1）人員配置基準における両立支援への配慮

（2）管理者の責務及び兼務範囲の明確化

8
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（1）人員配置基準における両立支援への配慮

9

※参考：厚生労働省ホームページ

＜治療と仕事の両立について＞
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html

社保審資料P117

赤本P781居 赤本P1245予

（2）管理者の責務及び兼務範囲の明確化

• 第 1 項に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなけ
ればならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援
専門員の職務に従事する場合

(2) 管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合
（その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合
に限る。）

10

沖縄市基準条例 第6条第3項

社保審資料P119

赤本P779居

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html
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管理者業務に支障があると考えられるもの

• 訪問系サービスの事業所において訪問サービスそのものに従事
する従業者と兼務する場合（当該訪問系サービス事業所におけ
る勤務時間が極めて限られている場合を除く。）

• 事故発生時や災害発生等の緊急時において管理者自身が速やか
に当該指定居宅介護支援事業所又は利用者の居宅に駆け付ける
ことができない体制となっている場合

11

（新たに例示）解釈通知 赤本P780居

赤本P1250

赤本P798管理者の責務

指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事
業所の介護支援専門員その他の従業者の管理、指定居宅介護支援
の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理
を一元的に行わなければならない。

指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事
業所の介護支援専門員その他の従業者にこの章の規定を遵守させ
るため必要な指揮命令を行うものとする。

12

沖縄市基準条例 第20条

居

予（第18条）

※指定介護予防支援事業所は、下線部を「指定介護予防支援」と読み替える。
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指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護保険法の基本理念を踏
まえた利用者本位の指定居宅介護支援の提供を行うため、当該指
定居宅介護支援事業所の介護支援専門員等の管理、利用申込みに
係る調整、業務の実施状況の把握等を一元的に行うとともに、職
員に指定基準の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行う必
要がある。また、管理者は、日頃から業務が適正に執行されてい
るか把握するとともに、従業者の資質向上や健康管理等、ワー
ク・ライフ・バランスの取れた働きやすい職場環境を醸成してい
くことが重要である。

13

解釈通知（追加）

※指定介護予防支援事業所は、下線部を「指定介護予防支援」と読み替える。

②運営基準関係

（1）「書面掲示」規制の見直し

（2）身体的拘束等の適正化の推進

（3）契約時の説明について

14
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（1）「書面掲示」規制の見直し

15

重要事項

原則として、重要事項をウェブサイト
に掲載しなければならない。
（1年間の経過措置あり）

事業所の見やすい場所に
掲示しなければならない。

重要事項

＜新設＞

加えて

法人のホームページ等
又は

介護サービス情報公開
システム

令和7年度から義務化

重要事項

社保審資料P149 赤本P1256赤本P804居 予

（2）身体的拘束等の適正化の推進

• 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急や
むを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

• 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利
用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけれ
ばならない。

• 上記記録は5年間保存しなければならない。
16

沖縄市基準条例
第16条第2号の2・第2号の3
（第32条第2号の2・第2号の3）

赤本P785居

赤本P1264予

社保審資料P51

新設
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身体拘束とは？

• 身体拘束とは、「本人の行動の自由を制限すること」です。

• 身体拘束は、本人の行動を、当人以外の者が制限することであり、
当然してはならないことです。

• 緊急やむを得ない場合であっても、当人以外の者が、本人に対して、
非常に強い権限を行使する重みを理解し、本人の尊厳を守るために、
適正な手続きを極めて慎重に行う必要があります。

（「介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引
き」より抜粋）

17

身体拘束廃止・防止の対象となる具体的な行為の例

18

あ
く
ま
で
例
示
で
あ
り
、
他
に
も
身
体
拘
束
に

該
当
す
る
行
為
が
あ
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
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「緊急やむを得ない場合」の要件

19

当該入所者（利用者）又は他の入所者（利用
者）等の生命または身体を保護するために緊
急やむを得ない場合

＜適正な手続きを経た身体拘束＞

・「本人の尊厳を守る」ために行う。

・「切迫性」「非代替性」「一時性」の３
つの要件を満たすかどうかを組織等で話し
合い、かつ、それらの要件の確認等の手続
きを極めて慎重に行うこと。

参考：「高齢者虐待防止の基本」（厚労省資料）より抜粋

20
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参考（厚生労働省資料）
• 介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001248430.pdf

• 高齢者虐待防止の基本

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001092088.pdf

• 高齢者虐待防止に資する研修・検証資料等（厚生労働省ホームページ）

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22750.html
21

（3）契約時の説明について

22

「令和３年度介護報酬改定に関
するQ＆A（vol.3）」(令和３年
３月２６日)問111より抜粋

＜改正前＞
義務

＜改正後＞
努力義務

赤本P782居社保審資料P130

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001248430.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001092088.pdf
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23

沖縄市基準条例 第７条関係（内容及び手続の説明及び同意）

説明事項 改正前 改正後

①
利用者は、複数の指定居宅サービス事業者等
を紹介するよう求めることができること

沖縄市基準条例
第７条第２項

必須
沖縄市基準条例
第７条第２項

必須

②
利用者は、居宅サービス計画に位置付けた指
定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を
求めることができること

基準解釈通知 必須 基準解釈通知 必須

③

前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作
成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、
通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護（以
下「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置づけら
れた居宅サービス計画の数が占める割合及び前６月
間に当該指定居宅介護支援事業所において作成され
た居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ご
との回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又
は指定地域密着型サービス事業者によって提供され
たものが占める割合

沖縄市基準条例
第７条第２項 必須

沖縄市基準条例
第７条第３項

努力
義務

改正前 改正後

① 利用者は、複数の指定居宅サービス事業者等を紹介す
るよう求めることができること

利用者は、複数の指定居宅サービス事業者等
を紹介するよう求めることができること

② 利用者は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅
サービス事業者等の選定理由の説明を求めることがで
きること

なし

③ 前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された
居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉
用具貸与、地域密着型通所介護（以下「訪問介護等」とい
う。）がそれぞれ位置づけられた居宅サービス計画の数が占
める割合及び前６月間に当該指定居宅介護支援事業所におい
て作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等
ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定
地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める
割合

なし

24

運営基準減算の取扱い（契約時の説明関係）
指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、

について説明を行っていない場合、契約月から当該状態が解消されるに至っ
た月の前月まで減算する。

青本P854

基準の解釈通知では、説明が求められている

基準上は努力義務

居
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25

R6年度Q＆Avol.1

26
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利用申込者のサービスの選択に資する
重要事項とは？

27

＜重要事項説明書に記載する事項＞

・運営規程の概要
・介護支援専門員の勤務の体制
・秘密の保持
・事故発生時の対応
・苦情処理の体制 等

赤本P782居

赤本P1246予

28

皆さんが使用している重要
事項説明書等にはどのよう
に記載されていますか？

令和３年度集団指導資料より抜粋
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•利用者は、複数の指定居宅サービス事業者等を紹
介するように求めることができます。

•利用者は、居宅サービス計画に位置付けた指定居
宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めるこ
とができます。

29

令和３年度集団指導資料より抜粋

説明していない場合、契約月から当該
状態が解消されるに至った月の前月ま

で運営基準減算となる

③指定居宅介護支援（指定介護予防支援）
の具体的取扱方針

（1）他のサービス事業所との連携によるモニタリング

（2）ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の明確化

（3）一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入

30
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（1）他のサービス事業所との連携によるモニタリング

モニタリングの実施頻度 モニタリングの実施方法（指定居宅介護支援）

原
則

少なくとも1月に1回 利用者の居宅を訪問して面接する。

新
設

少なくとも1月に1回

以下のいずれにも該当する場合は、利用者の居宅を訪問しない月にお
いては、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面接することができ
る。

①テレビ電話装置等により面接を行うことについて、文書により利用
者の同意を得ていること。

②サービス担当者会議等において、以下の事項について主治医、担当
者その他の関係者の合意を得ていること。
1）利用者の状況が安定していること。
2）利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通ができること。
3）テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報に
ついて、他のサービス事業者との連携により情報を収集すること。

③少なくとも2月に1回は、利用者の居宅を訪問して行うこと。 31

沖縄市基準条例 第16条第21号～23号 社保審資料P7赤本P790居

モニタリングの実施頻度 モニタリングの実施方法（指定介護予防支援）

原
則

少なくともサービスの提
供を開始する月の翌月か
ら起算して3月に1回

利用者の居宅を訪問して面接する。
※サービス評価期間の終了月、利用者の状況に著しい変化があった時を含む

利用者の居宅を訪問しな
い月（下記該当月を除
く）

可能な限り、介護予防サービス事業所を訪問する等の方法により利用
者に面接するよう努めるとともに、当該面接ができない場合にあって
は、電話等の方法により利用者との連絡を実施すること。

新
設

少なくともサービスの提
供を開始する月の翌月か
ら起算して3月に1回

以下のいずれにも該当する場合は、利用者の居宅を訪問しない月にお
いては、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面接することができ
る。
①テレビ電話装置等により面接を行うことについて、文書により利用
者の同意を得ていること。
②サービス担当者会議等において、以下の事項について主治医、担当
者その他の関係者の合意を得ていること。
1）利用者の状況が安定していること。
2）利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通ができること。
3）テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報に
ついて、他のサービス事業者との連携に より情報を収集すること。
③少なくとも6月に1回は、利用者の居宅を訪問して行うこと。

32

沖縄市基準条例 社保審資料P7第32条第16号 赤本P1270予

い
ず
れ
か
の
方
法
で
実
施
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（追加項目あり）

（モニタリングの実施）

• 介護支援専門員は、（略）、特段の事情のない限り、少なくと
も１月に１回は利用者と面接を行い、かつ、少なくとも１月に
１回はモニタリングの結果を記録することが必要である。また、
面接は、原則、利用者の居宅を訪問することにより行うことと
する。

• 「特段の事情」とは、利用者の事情により、利用者の居宅を訪
問し、利用者に面接することができない場合を主として指すも
のであり、介護支援専門員に起因する事情は含まれない。 さら
に、当該特段の事情がある場合については、その具体的な内容
を記録しておくことが必要である。

33

解釈通知

介護予防支援は、下線部を「サービスの期間終了月、サービス提供を開始した月の翌月
から起算して３月に１回のいずれかに該当する場合」と読み替える。

• ただし、基準第 13 条第 14 号ロ⑴及び⑵（※）の要件を満たし
ている場合 であって、少なくとも２月に１回利用者の居宅を訪
問し、面接するときは、利用者の居宅を訪問しない月においては、
テレビ電話装置等を活用して面接を行うことができる。なお、テ
レビ電話装置等を活用して面接を行う場合においても、利用者の
状況に変化が認められた場合等においては、居宅を訪問すること
による面接に切り替えることが適 当である。また、テレビ電話
装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのため
のガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関
するガイドライン」等を遵守すること。テレビ電話装置等を活用
して面接を行うに当たっては、以下の㋑から㋭に掲げる事項につ
いて留意する必要がある。

34

（追加）

（※）沖縄市基準条例第16条第15号イ（ア）及び（イ）（第32条第16号イ（ア）及び（イ））を指す。

介護予防支援は、下線部を「6月に1回」と読み替える。
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㋑ 文書により利用者の同意を得る必要があり、その際には、
利用者に対し、テレビ電話装置等による面接のメリット及びデメ
リットを含め、具体的な実施方法（居宅への訪問は２月に１回で
あること等） を懇切丁寧に説明することが重要である。

なお、利用者の認知機能が低下している場合など、同意を得るこ
とが困難と考えられる利用者については、後述の㋺の要件の観
点からも、テレビ電話装置等を活用した面接の対象者として想定
されない。

35

介護予防支援は、下線部を「居宅への訪問は6月に1回であること等」と読み替える。

㋺ 利用者の心身の状況が安定していることを確認するに当
たっては、主治の医師等による医学的な観点からの意見や、以下
に例示する事項等も踏まえて、サービス担当者会議等において総
合的に判断することが必要である。

• 介護者の状況の変化が無いこと。

• 住環境に変化が無いこと（住宅改修による手すり設置やトイレ
の改修等を含む）

• サービス（保険外サービスも含む）の利用状況に変更が無いこ
と

36
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㋩ テレビ電話装置等を活用して面接を行うに当たっては、利
用者が テレビ電話装置等を介して、利用者の居宅において対面
で面接を行う場合と同程度の応対ができる必要がある。なお、テ
レビ電話装置等の操作については、必ずしも利用者自身で行う必
要はなく、家族等の介助者が操作を行うことは差し支えない。

37

㋥ テレビ電話装置等を活用して面接を行う場合、画面越しで
は確認できない利用者の健康状態や住環境等の情報については、
サービス事業所の担当者からの情報提供により補完する必要があ
る。この点について、サービス事業所の担当者の同意を得るとと
もに、サービス事業所の担当者の過度な負担とならないよう、情
報収集を依頼する項目や情報量については留意が必要である。な
お、サービス事業所の担当者に情報収集を依頼するに当たっては、
別途通知する「情報連携シート」（参考資料１）を参考にされた
い。

38
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㋭ 主治の医師、担当者その他の関係者の合意を得る方法とし
ては、サービス担当者会議のほか、利用者の通院や訪問診療への
立会時における主治の医師への意見照会や、サービス事業所の担
当者との日頃の連絡調整の際の意見照会も想定されるが、いずれ
の場合においても、合意に至るまでの過程を記録しておくことが
必要である。

39

運営基準減算の取扱い（モニタリング）
居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握（以 下「モニタリング」という。）に当
たっては、次の場合に減算されるものであること。

改正前 改正後

①当該事業所の介護支援専門員
が１月に利用者の居宅を訪問し、
利用 者に面接していない場合に
は、特段の事情のない限り、そ
の月から当 該状態が解消される
に至った月の前月まで減算する。

①当該事業所の介護支援専門員が次に掲げるいずれかの方法により、利用者に面接していない
場合には、特段の事情のない限り、その月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減
算する。
イ １月に１回、利用者の居宅を訪問することによって行う方法。

ロ 次のいずれにも該当する場合であって、２月に１回、利用者の居 宅を訪問し、利用者の居
宅を訪問しない月においては、テレビ電話 装置等を活用して行う方法。
ａ テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者の同意を得ている
こと。
ｂ サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医師、担当者その他の関係
者の合意を得ていること。
(ⅰ) 利用者の心身の状況が安定していること。
(ⅱ) 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。
(ⅲ) 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報につ
いて、担当者から提供を受けること。

②当該事業所の介護支援専門員がモニタリングの結果を記録していない状態が１月以上継続する場合には、
特段の事情がない限り、その月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。

40

青本P854居
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令和６年度介護報酬改定に関するQ&A（vol.1)

41

42
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43

44
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（2）ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の明確化

45

沖縄市基準条例 第16条第21号～23号
赤本P794

（主治の医師等の意見等）

ここで意見を求める「主治の医師等」については、要介護認定の申請
のために主治医意見書を記載した医師に限定されないことに留意する
こと。

（追加）

特に、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションについて
は、医療機関からの退院患者において、退院後のリハビリテーション
の早期開始を推進する観点から、入院中の医療機関の医師による意見
を踏まえて、速やかに医療サービスを含む居宅サービス計画を作成す
ることが望ましい。

解釈通知

社保審資料P78

居（第32条第21号～22号）

赤本P1273予

• 利用者の過度な負担を軽減しつつ、制度の持続可能性の確保を
図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を
確保する観点から、一部の福祉用具について貸与と販売の選択
制を導入する。

• 対象：固定用スロープ、歩行器（歩行車を除く）、単点杖（松
葉づえを除く）及び多点杖

46

（3）一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入
社保審資料P59 赤本P795

赤本P1273

参考：福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の福祉用具の種目（青本P535～）

居

予
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沖縄市基準条例 第16条第25～26号（第32条第24～25号）

（追加）

• 対象福祉用具を居宅サービス計画に位置づける場合には、福祉用
具の適時適切な利用及び利用者の安全を確保する観点から、基準
第 13 条（第30条）第５号（※）の規定に基づき、福祉用具貸与
又は特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できることや、
それぞれのメリット及びデメリット等、利用者の選択に資するよ
う、必要な情報を提供しなければならない。

47

解釈通知

（※）沖縄市基準条例第16条第5号（第32条第5号）を指す。

• 対象福祉用具の提案を行う際、利用者の心身の状況の確認に当たっ
ては、利用者へのアセスメントの結果に加え、医師やリハビリテー
ション専門職等からの意見聴取、退院・退所前カンファレンス又は
サービス担当者会議等の結果を踏まえることとし、医師の所見を取
得する具体的な方法は、主治医意見書による方法のほか、診療情報
提供書又は医師から所見を聴取する方法が考えられる。

• 福祉用具貸与については、居宅サービス計画作成後必要に応じて随
時サービス担当者会議を開催して、利用者が継続して福祉用具貸与
を受ける必要性について専門的意見を聴取するとともに検証し、 継
続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合には、その理由を再び
居宅サービス計画に記載しなければならない。なお、対象福祉用具
の場合については、福祉用具専門相談員によるモニタリングの結果
も踏まえること。

48
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49

対象福祉用具をケアプランに位
置づける場合は、福祉用具専門
相談員によるモニタリングの結
果も踏まえ、貸与継続の必要性

について検証する。

（※）基準第13条第5号

介護支援専門員は、居宅サービス
計画の作成の開始に当たっては、
利用者によるサービスの選択に資
するよう、当該地域における指定
居宅サービス事業者等に関する
サービスの内容、利用料等の情報
を適正に利用者又はその家族に対
して提供するものとする。

50

令和６年度介護報酬改定に関するQ&A（vol.1)
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52
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53

54
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55

56

令和６年度介護報酬改定に関するQ&A（vol.5)
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57

58
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59

④報酬関係

（1）介護支援専門員１人当たりの取扱い件数

（2）高齢者虐待防止措置未実施減算

（3）業務継続計画未策定減算

（4）特定事業所加算の見直し

（5）同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント

（6）入院時情報連携加算の見直し

（7）通院時情報連携加算の見直し

（8）ターミナルケアマネジメント加算等の見直し

（9）特定事業所医療介護連携加算の見直し

60

居

居

居

居

居

居

居

居

居

予

予
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（1）介護支援専門員１人当たりの取扱い件数

61

基準 報酬

改正前 利用者の数が35又はその端数を増すごとに１と
する。

・居宅介護支援費（Ⅰ）（ⅰ）の取扱件数
40 未満（指定介護予防支援の提供を受ける利用
者数の取扱件数は２分の１換算）

・居宅介護支援費（Ⅱ）の算定要件
ICT機器の活用または 事務職員の配置➡45未満

改正後 ・利用者の数（指定介護予防支援を行う場合に
あっては、当該事業所における指定居宅介護支
援の利用者の数に当該事業所における指定介護
予防支援の利用者の数に３分の１を乗じた数を
加えた数。）が44 又はその端数を増すごとに1
とする。
・指定居宅介護支援事業所が、ケアプランデー
タ連 携システムを利用し、かつ、事務職員を
配置している場合は、利用者の数が49又はその
端数を増すごと に1とする。

・居宅介護支援費（Ⅰ）（ⅰ）の取扱件数
45未満（指定介護予防支援の提供を受ける利用
者数の取扱件数は３分の１換算）

・居宅介護支援費（Ⅱ）の算定要件
ケアプランデータ連携システムの 活用及び事務
職員の配置➡50未満

青本P849居社保審資料P131・132 赤本P778居

（※）指定介護予防支援の提供を受ける利用者数の取扱件数は2分の1３分の１換算

居宅介護支援費区分 要介護度 単位数 取扱件数（※）

居宅介護支援費（Ⅰ）

居宅介護支援費（ⅰ）
1～2 1,086 4045未満

3～5 1,411

居宅介護支援費（ⅱ）
1～2 544 4045以上である場合において、

4045以上60未満
3～5 704

居宅介護支援費（ⅲ）
1～2 326 4045以上である場合において、

60以上
3～5 422

居宅介護支援費（Ⅱ）
居宅介護支援費（ⅰ） 1～2 1,086 4550未満

3～5 1,411

居宅介護支援費（ⅱ） 1～2 527 4550以上である場合において、
4550以上60未満

3～5 683

居宅介護支援費（ⅲ） 1～2 316 4550以上である場合において、
60以上

3～5 410

62

ケアプランデータ連携
システムの活用

＆
事務員配置
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63

「情報通信機器等の活用等の体制」との違い

要件

改
正
前

情報通信機器等の活用等の体制 情報通信機器の活用又は事務職員の配置

改
正
後

ケアプランデータ連携システムの活
用及び事務職員の配置の体制

ケアプランデータ連携システムの活用及び事務職員の配置

64

「情報通信機器等の活用等の体制」を「あり」で届出されていた事業所は、介護報酬改定に伴い「ケア
プランデータ連携システムの活用及び事務職員の配置の体制」が「あり」と自動的に更新されるため、
「ケアプランデータ連携システムの活用及び事務職員の配置の体制」の要件を満たさない場合は「な
し」の届出が必要。
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65

R6年度Q＆Avol.1

66
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（2）高齢者虐待防止措置未実施減算

所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

※虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられ
ていない場合

• 虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の
活用可能）を定期的に開催するとともに、その結果について、従
業者に周知徹底を図ること。

• 虐待の防止のための指針を整備すること。

• 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

• 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
67

青本P852居

青本P1372予

社保審資料P49

68

R6年度Q＆Avol.1
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70
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（3）業務継続計画未策定減算

• 所定単位数の100分の1に相当する単位数（新設）

• （居宅介護支援、介護予防支援については、令和７年３月31日
までの間は減算を適用しない）

※以下の基準に適合していない場合に減算

• 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス
の提供を継続的に実施するための、及び非常時 の体制で早期の
業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定すること

• 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること

71

青本P1372

社保審資料P48

青本P852居

予

Q&A Vol.6

72
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（4）特定事業所加算の見直し
算定要件（改正部分のみ抜粋）

1 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置していること。
※利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の
他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の事業所の職務と兼務をしても差し支えない。

2 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を配置していること。
※利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の
他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある指定介護予防支援事業所の職務と兼務をしても差し
支えない。

3 地域包括支援センター等が実施する家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、
生活困窮者、難病患者等、高齢者以外 の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研
修等に参加していること。

4 居宅介護支援費に係る運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。

5 指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該指定居宅介護
支 援事業所の介護支援専門員１人当たり4045名未満（居宅介護支援費（Ⅱ）を算定している場合
は4550名未満）であること。

75

青本P858

社保審資料P3～4

居

76

【
注
意
！
】

非
常
勤
は
、
常
勤
換
算
方
法

で
1

以
上
必
要
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77

R6年度Q＆Avol.1

（5）同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント

78

社保審資料P140

青本P852居
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（6）入院時情報連携加算の見直し
入院時情報連携加算 改正前 改正後

Ⅰ

200単位／月

利用者が病院又は診療所に入院
してから３日以内に、 当該病
院又は診療所の職員に対して当
該利用者に係る必 要な情報を
提供していること。

250単位／月

利用者が病院又は診療所に入院した日のうちに、
当該病院 又は診療所の職員に対して当該利用者
に係る必要な情報を提 供していること。
※入院日以前の情報提供を含む。
※営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合は、入
院日の翌日を含む。

Ⅱ

100単位／月

利用者が病院又は診療所に入院
してから４日以上７日 以内に、
当該病院又は診療所の職員に対
して当該利用者 に係る必要な
情報を提供していること。

200単位／月

利用者が病院又は診療所に入院した日の翌日又
は翌々日に、 当該病院又は診療所の職員に対し
て当該利用者に係る必要な 情報を提供している
こと。
※営業時間終了後に入院した場合であって、入院日から起算して３日目
が営業日でない場合は、その翌日を含む。

79

社保審資料P24

青本P864居

80

R6年度Q＆Avol.1
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（7）通院時情報連携加算の見直し

＜算定要件等＞

• 利用者が病院又は診療所において医師又は歯科医師の診察を受
けるときに介護支援専門員が同席し、医師又は歯科医師等に対
して当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る
必要な情報の提供を行うとともに、医師又は歯科医師等から当
該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービ
ス計画に記録した場合は、利用者１人につき１月に１回を限度
として所定単位数を加算する。

81

青本P867

社保審資料P25

居

（8）ターミナルケアマネジメント加算等の見直し

82

改正前 改正後

在宅で死亡した利用者（末期の悪性腫瘍の患者に
限る。）に対して、その死亡日及び死亡日前14日
以 内に２日以上、当該利用者又はその家族の同
意を得 て、当該利用者の居宅を訪問し、当該利
用者の心身 の状況等を記録し、主治の医師及び
居宅サービス計 画に位置付けた居宅サービス事
業者に提供した場合

在宅で死亡した利用者に対して、終末期の医療や
ケアの方針に関する当該利用者又はその家族の意
向 を把握した上で、その死亡日及び死亡日前14
日以内 に２日以上、当該利用者又はその家族の
同意を得て、 当該利用者の居宅を訪問し、当該
利用者の心身の状 況等を記録し、主治の医師及
び居宅サービス計画に 位置付けた居宅サービス
事業者に提供した場合

青本P868居

社保審資料P42
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（9）特定事業所医療介護連携加算の見直し

算定要件

前々年度の３月から前年度の２月までの間におい てターミナル
ケアマネジメント加算を５回以上15回以上算定していること。

83

青本P868

社保審資料P42

居

⑤その他

（1）居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支
援を行う場合の取扱い

84
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（1）居宅介護支援事業者が市町村から指定を受け
て介護予防支援を行う場合の取扱い

設置者 報酬 人員基準 その他

従
来

地域包括支援センター

●介護予防支援費（Ⅰ）
442単位
●初回加算
●委託連携加算

●管理者
●必要な数の担当職員
・保健師
・介護支援専門員
・社会福祉士等

指定居宅介
護支援事業
所への委託
が可能

新
設

指定居宅介護支援事業者

●介護予防支援費（Ⅱ）
472単位
●初回加算
●特別地域介護予防支援加算
●中山間地域等における小規
模事業所加算
●中山間地域等に居住する者
へのサービス提供加算

●管理者（主任介護支援専門員）
※居宅介護支援と兼務可
●必要な数の介護支援専門員

求めがあっ
た場合、市
町村長に介
護予防サー
ビス計画の
実施状況等
を情報提供
する義務あ
り

85
青本P1371 赤本P1243

社保審資料P5～6

指定居宅介護支援事業者が市町村長からの指定を受けて介護予防支援を実施する場
合の留意事項について
（令和6年4月26日厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課事務連絡通知）

86

参考資料２
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87

R6年度Q＆Avol.1

88
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①業務継続計画の策定等

②感染症の予防及びまん延の防止のための措置

③虐待の防止

89

２．令和6年度から義務化されている項目について

90

令和3年度介護報酬改定で新設された上記項目については、令和５年度末で
適用猶予期間が終了し、令和６年度から義務化されていますので、適切に
対応していただきますようお願いします。

各項目の詳細につきましては、参考資料３（過去の集団指導資料）、また
は下記沖縄市ホームページをご参照ください。

令和3年度介護報酬改定における経過措置期間中の改定事項について

https://www.city.okinawa.okinawa.jp/k020-001/kenkou/jigyousha/kaigojigyousha/p00001.html

①業務継続計画の策定等
②感染症の予防及びまん延の防止のための措置
③虐待の防止

https://www.city.okinawa.okinawa.jp/k020-001/kenkou/jigyousha/kaigojigyousha/p00001.html
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①業務継続計画の策定等

＜厚生労働省ホームページ＞

介護施設・事業所における業務継続計画（ＢＣＰ）作成支援に関
する研修

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_k
aigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html

介護施設・事業所における業務継続ガイドラインや、研修動画が
掲載されています。（新型コロナウイルス感染症、自然災害別）

91

参考

②感染症の予防及びまん延の防止のための措置

＜厚生労働省ホームページ＞

介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kai
go/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html

感染症対策の手引き等が掲載されています。

92

参考

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html
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③虐待の防止

＜厚生労働省ホームページ＞

• 高齢者虐待防止に資する研修・検証資料等

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22750.html

研修、検証等に活用できる調査研究事業等の資料等が掲載されて
います。

• 高齢者虐待防止の基本

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-
Roukenkyoku/1.pdf 93

参考

3. 電子申請届出システムについて

• 電子申請・届出システムの概要

• 電子申請システム活用するメリット

• 電子申請届出システムご利用のために

• 従来の郵送等による申請等について

• 資料等について

94

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22750.html
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/1.pdf
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電子申請届出システムについて
沖縄市では令和６年４月より、「電子申請届出システム」に
よる介護事業所の指定申請等の受付を開始しています。

介護サービス事業所の指定申請等について、対面を伴わない申請書類提出を実現さ
せるため、介護サービス情報公表システムの機能拡張を行い、指定申請機能等の
ウェブ入力・電子申請を実現します。

電子申請・届出システムの概要

電子申請システム活用するメリット

・郵送や持参等の手間が削減されます
・書類の作成負担が大きく軽減できます
・申請届出の状況をオンライン上でご確認いただけます
・削除できた手間・時間を、サービスの質の向上にご活用いただけます

95

電子申請届出システムについて

ご利用のためにはデジタル庁 gBiz IDの取得が必要です。
本システムは、gBiz ID（プライム・メンバーのいずれか）よりログインできます。
gBiz IDの取得方法については、デジタル庁 gBiz IDホームページ
（https://gbizid.go.jp/top/）をご参照ください。

電子申請届出システムご利用のために

従来の郵送等による申請等について

やむを得ない事情によりシステム利用ができない場合は、従来の郵送等による申請
も引き続き可能となっておりますが、できる限り電子申請届出システムの利用をご
検討お願いします。

電子申請届出システムについての資料等については下記沖縄市ホームページに掲
載しておりますのでご確認ください。
https://www.city.okinawa.okinawa.jp/k020/contents/p00009.html

資料等について

96

https://gbizid.go.jp/top/
https://www.city.okinawa.okinawa.jp/k020/contents/p00009.html
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☆４．給付係からのお知らせ☆

97

１．市へ届出が必要な厚生労働大臣が定める回数以
上の訪問介護（生活援助中心型）を位置づけたケア
プランについて

２．居宅届について

３．申請書類について

４．福祉用具の貸与と購入の選択制について

98
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１．市へ届出が必要な厚生労働大臣が
定める回数以上の訪問介護（生活援
助中心型）を位置付けたケアプランに
ついて

99

【趣旨】
利用者の自立支援・重度化防止や地域資
源の有効活用等の観点から、通常の利用
状況からかけ離れた利用回数となって
いるケアプランについて、市町村への届
出を義務付け検証を受けることとして

います。

100
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届出の対象

訪問介護による生活援助中心型のサービスを
１月あたり下記の「回数以上」位置付けている
もの

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

２７回 ３４回 ４３回 ３８回 ３１回

101

①対象とならないもの

身体介護に引き続き、生活援助を
実施している身体１生活１など

102
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②「回数以上」とは

定める回数と同数の場合も届出
が必要となります

103

③提出時期

届出対象となるケアプランを作成
または変更した月から翌月末まで
となっています。

１１月 １２月 １月

ケアプラン作成・変更

届 出 期 間 104
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④届出の頻度

検証したケアプランの次回の届出
は１年後となっています。

105

ご理解いただきたいのは・・・

106
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訪問介護のサービスの利用を制限す
るものではありません！！

重要！

107

２．居宅届について

・居宅サービス計画作成依頼（変更）

届出書

・介護予防サービス計画作成依頼

（変更）届出書

108
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提出忘れのないようご注意ください！！

重要！

109

もし提出がなかったら・・・

予防給付 ⇒ 償還なし

⇒全額自己負担

総合事業 ⇒ 自己作成の
取扱いなし

110
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事業対象者の新規申請について

事業対象者が新規申請 ９/1

要介護の認定 10/15

居宅が届出を提出 10/20

この場合・・・

10/19までは事業対象
10/20からは介護
の取り扱いになります

111

３．申請書類について

112
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・申請書に不備がある場合 返却対応

・「申請」と「届出」は違います。 申請書類提出 ≠ 承認

申請

届出
（報告）

審査

受理
（実施内容を把握する）

【保険者】

承認
（実施して良い）

113

４．福祉用具の貸与と購入の選択制
について

114
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貸与と購入の選択制の対象となっている福祉用
具の種目

① スロープ → 取付けの際に工事を伴わない段差解消のためのもの

② 歩行器 → 車輪がついていない４脚のもの

③単点杖・多点杖 → 単点杖は松葉杖を除いたカナディアン・クラッチやロフス

トランド・クラッチ

115

貸与と購入のいずれかを
利用者が選択できること
の説明を行わなければい
けない

重要！

116
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どんな内容の説明？

〇貸与と購入のそれぞれのメリット・デメリットの説明

〇選択するにあたっての必要な情報の提供

117

提供する情報

〇利用者の身体状況の変化の見通しに関する医師やリハ専門職等
から聴取した意見

〇サービス担当者会議等における多職種による協議の結果を踏ま
えた生活環境等の変化や福祉用具の利用期間に関する見通し

118
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提供する情報

〇貸与と購入それぞれの利用者負担額の違い
例）長期利用が見込まれる場合は・・・

短期利用が見込まれる場合は・・・

〇国が示している福祉用具の平均的な利用月数等

119

利用者が貸与か購入の選択を行う！！

これらの情報をもとに・・・

120
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令和６年４月の改正以前より、選択制対象の福
祉用具を貸与されている利用者について
は・・・

適時適切なタイミングのモニタリングを行った上
で、その後の貸与継続か購入移行かを検討

121

５．給付のヒヤリ・ハット事例

122
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事例１

退院後、特別指示書で訪問看護が2週間医
療保険で入っていた。

特別指示が切れた後、訪問看護が継続して
入っていたがケアプランは作成されていな
かった。

居宅届の提出もなし。

状況

123

事例１

届出がなかったら・・・

要介護の場合は償還

要支援の場合は給付不可
124
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事例１

ここがポイント！

医療と介護の連携ミス。

医療の特別指示期間は基本２週間。

その後は介護保険に切り替わるため、
居宅届出・ケアプラン作成をお忘れな
く！

125

事例２

状況

要介護１の利用者。床ずれ防止用具をレンタル
開始。

特殊寝台・特殊寝台付属品は以前に承認済。
床ずれ防止用具は特殊寝台の付属品だと勘
違いし、例外給付の理由書の提出なし。

126
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事例２

理由書の提出がない場合は・・・

給付不可！！

127

事例２

ここがポイント！

軽度者の福祉用具貸与の種目について
再度確認をしてください。

128
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事例３

状況

特殊寝台付属品のキャスターは例外給付に該当
しないと認識していたため理由書の提出なし。

129

事例3

理由書の提出がない場合は・・・

給付不可！！

130
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事例３

ここがポイント！

軽度者の福祉用具貸与の種目について
再度確認をしてください。

131

事例４

状況

例外給付の理由書提出に際し、担当者会議の後
に医師の所見の依頼をかけた。

132
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事例４

ここがポイント！

医師の所見を基に担当者会議で検討されている
ことが必要です

適切なケアマネジメントを基に市は可否の
判断を行います

133

事例５

状況

住宅改修において、

①事前協議・事前申請を行った後、承認通知が

出る前に着工した。

②事前の申請を行う前に着工した。

134
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事例４

ここがポイント！

申請前や、承認が下りる前に着工した工事に関
しては、介護保険住宅改修としての

給付が出来ません

135

ご不明な点は給付係まで
お問い合わせください♪

沖縄市役所介護保険課給付係
ＴＥＬ：０９８－９３９－１２１２
内線：３１４５・２０８５
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ご清聴、ありがとうございました。

137


